
目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出�

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧�

（
農
村
振
興
課
）　
　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）�

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
四
件
）�

（　
　

同　
　

）　
　

三

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

定�
（
観　

光　

課
）　
　

三

企

業

局

〇
企
業
局
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
管
理
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
管
理
規
程�

四

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催�
四

収
用
委
員
会

〇
県
道
女
川
牡
鹿
線
飯
子
浜
２
号
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定�

四

〇
県
道
石
巻
鮎
川
線
給
分
浜
３
号
事
件
公
示
送
達�

五

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
三
一
〇
〇
一
〇
九

児
童
発
達
支
援
事
業
所

こ
こ
ろ
ん

遠
田
郡
美
里
町
青
生
字

新
鳴
瀬
二
十
番
地

児
童
発
達
支
援

一
般
社
団
法
人

こ
こ
ろ
ん

令
和
二
年
七
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
〇
八
〇
〇
〇
四
九

医
療
法
人
社
団
良
仁
会

プ
ラ
イ
ム
居
宅
介
護
事

業
所
角
田
市
角
田
字
柳
町
三

十
五
番
地
一

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

医
療
法
人
社
団

良
仁
会

令
和
二
年
五
月

三
十
一
日

〇
四
一
一
五
〇
〇
一
六
八

福
祉
施
設
百
才
館
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
え

い
ら
く

大
崎
市
三
本
木
字
大
豆

坂
二
四
番
地
三

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

永
楽
会

令
和
二
年
六
月

三
十
日

〇
四
一
二
七
〇
〇
四
八
六

生
活
介
護
ふ
わ
り

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字

上
童
子
沢
二
一

生
活
介
護

社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
社
会
福

祉
協
議
会

令
和
二
年
六
月

三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

　

県
営
七
ヶ
宿
東
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
十
八
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話�022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）
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知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日
か
ら
令
和
二
年
八
月
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

七
ヶ
宿
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

前
Ａ
　

五
・
五
～

�

七
四
・
〇

三
、
三
九
四
・
〇
　

上
記
Ａ
、Ｂ
、

Ｃ
、
Ｄ
及
び
Ｅ

は
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

　

Ｂ

一
〇
・
五
～

�

七
〇
・
〇

三
、
〇
四
二
・
〇

石
巻
市
雄
勝
町
水
浜
字
小
浜
七
六
番
二
二
地

先
か
ら

同
市
雄
勝
町
雄
勝
字
味
噌
作
一
〇
番
一
地
先

ま
で

　

Ａ
　

五
・
五
～

�

七
四
・
〇

三
、
三
九
四
・
〇

　

Ｂ

一
〇
・
五
～

�

七
〇
・
〇

三
、
〇
四
二
・
〇

後
Ｃ
　

七
・
〇
～

�

一
八
・
三

三
九
五
・
二

　

Ｄ

一
〇
・
〇
～

�

五
二
・
九

六
五
四
・
〇

　

Ｅ
　

八
・
〇
～

�

三
四
・
三

一
四
九
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
原
三
二
番
三
地
先
か
ら

同
市
雄
勝
町
雄
勝
字
味
噌
作
七
九
番
一
地
先
ま
で

前

　

三
・
六
～

�

二
六
・
九

�

一
、
九
八
二
・
五

後

　

六
・
七
～

�

二
七
・
七

�

一
、
九
八
二
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

釜
谷
大
須
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

第118号　令和２年７月７日　火曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報



石
巻
市
釜
谷
字
韮
島
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
釜
谷
字
新
町
裏
七
五
番
一
地
先
ま
で

前

　

八
・
〇
～

�

一
四
・
一

�

五
四
三
・
〇

後

一
〇
・
〇
～

�

一
五
・
四

�

五
四
三
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
船
戸
神
明
一
四
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
雄
勝
町
雄
勝
字
味
噌
作
一
〇
番
一
地
先
ま
で

令
和
二
年
七
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
雄
勝
線

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
原
三
二
番
三
地
先
か
ら

同
市
雄
勝
町
雄
勝
字
味
噌
作
七
九
番
一
地
先
ま
で

令
和
二
年
七
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
雄
勝
線

石
巻
市
真
野
字
小
山
九
七
番
地
先
か
ら

同
市
真
野
字
小
山
五
六
番
七
地
先
ま
で

令
和
二
年
七
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

釜
谷
大
須
雄

勝
線

石
巻
市
釜
谷
字
韮
島
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
釜
谷
字
新
町
裏
七
五
番
一
地
先
ま
で

令
和
二
年
七
月
七
日

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

令
和
二
年
度
仙
台
・
松
島
復
興
観
光
拠
点
都
市
圏
事
業
委

託
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

経
済
商
工
観
光
部
観
光
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
イ
ン
ア
ウ
ト
バ
ウ
ン
ド
仙
台
・
松
島　

仙

台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
十
番
一
号

五　

契
約
金
額　

五
千
三
百
三
十
四
万
七
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約
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七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令

第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
該
当

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
四
号

　

企
業
局
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　
企
業
局
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
管
理
規
程
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
企
業
局
管
理

規
程
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
二
年
七
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
二
年
七
月
七
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教 

育 

長　
　

伊　
　

東　
　

昭　
　

代　
　
　

一　

日　

時　

令
和
二
年
七
月
十
三
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　
　

第
一
号
議
案　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

　
　

第
二
号
議
案　

�

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

　
　

第
三
号
議
案　

第
三
期
県
立
高
校
将
来
構
想
第
一
次
実
施
計
画
に
つ
い
て

　
　

第
四
号
議
案　

宮
城
県
産
業
教
育
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　
　

第
五
号
議
案　

宮
城
県
図
書
館
協
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　
　

第
六
号
議
案　

宮
城
県
美
術
館
協
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１�　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
六
一
一
）

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
24号

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定

し
た
。

　
　
令
和
２
年
７
月
７
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
起
業
者
の
名
称

　
　
宮
城
県

２
　
事
業
の
種
類

　
�　
県
道
女
川
牡
鹿
線
改
築
工
事
（
飯
子
浜
工
区
・
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
大
石
原
浜
字
向
地
内
か
ら
同
町
飯
子
浜
字

夏
浜
地
内
ま
で
）
及
び
こ
れ
に
伴
う
町
道
付
替
工
事

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等

　
　
土
地
の
所
在
　
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
飯
子
浜
字
夏
浜

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と
す
る
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公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

土
地
の
面
積
（
㎡
）

１
番
24

山
林

山
林

5,536
5,536.99

960.64

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
別
紙
の
と
お
り

　
　
（
注
）
�別
紙
に
つ
い
て
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
縦
覧
時
間
は
，
宮
城
県
の
執
務

時
間
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
４
月
１
日
宮
城
県
規
則
第
45条
）
に
規
定
す
る
県
の
執
務
時
間
と
す
る
。

５
　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
，
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類
　

　
　
な
し

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　
令
和
２
年
６
月
26日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
25号

　
県
道
石
巻
鮎
川
線
給
分
浜
３
号
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
66条

第
３
項
の
規

定
に
よ
り
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
来
局
の
上
，
そ
の
交
付
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　
令
和
２
年
７
月
７
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
送
達
す
べ
き
書
類

　
　
令
和
２
年
７
月
１
日
付
け
宮
収
号
外
通
知
文

　
　
令
和
２
年
６
月
26日
付
け
権
利
取
得
裁
決
書
及
び
明
渡
裁
決
書

２
　
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

　
　
佐
々
木
　
徳
藏
　
住
所
及
び
常
居
所
不
明
　
た
だ
し
，
判
明
し
た
最
終
の
本
籍
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
海
道
國
後
郡
泊
村
大
字
東
沸
村
字
東
沸
79番
地

　
　
佐
々
木
　
ひ
さ
よ
　
住
所
及
び
常
居
所
不
明
　
た
だ
し
，
判
明
し
た
最
終
の
本
籍
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
海
道
國
後
郡
泊
村
大
字
東
沸
村
字
東
沸
79番
地

　
　
佐
々
木
　
は
る
よ
　
住
所
及
び
常
居
所
不
明
　
た
だ
し
，
判
明
し
た
最
終
の
本
籍
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
海
道
國
後
郡
泊
村
大
字
東
沸
村
字
東
沸
79番
地
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